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目 
 

次 
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則 

○ 

千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則 

 
 

 

 
 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

訓 
 

令 

○ 

公
益
信
託
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

規

則 

 

千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
八
号 

 
 

 

千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
庁
議
規
則
□
昭
和
四
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
七
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
二
条
第
三
項
中
□
交
通
・
規
制
緩
和
担
当
部
長
□
を
□
産
業
拠
点
整
備
戦
略
担
当
部
長
□
国
際
・
交

通
担
当
部
長
□
報
道
・
魅
力
発
信
担
当
理
事
□
に
□
□
生
活
安
全
・
有
害
鳥
獣
担
当
部
長
□
を
□
こ
ど
も

家
庭
担
当
部
長
□
に
改
め
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則 

 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
□
令
和
五

年
千
葉
県
規
則
第
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 

第
三
十
号
を
第
三
十
一
号
と
し
□
第
三
号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
□
第
二
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 

三 

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
□
第
五
条
第
一
項
□

第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

訓

令 

 

公
益
信
託
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
三
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
庁 

 
 

 
 

 

公
益
信
託
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

公
益
信
託
事
務
取
扱
規
程
□
昭
和
五
十
八
年
千
葉
県
訓
令
第
十
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
一
条
中
□
知
事
の
所
管
に
属
す
る
□
を
削
り
□
□
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
□
大
正
十
一
年
法
律
第

六
十
二
号
□
を
□
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
□
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
□
に
□
□
第
一
条
□
を
□
第
二

条
第
一
項
第
一
号
□
に
改
め
る
□ 

 

第
二
条
第
一
号
中
□
信
託
行
為
□
を
□
公
益
信
託
の
信
託
行
為
□
に
□
□
公
益
信
託
の
目
的
と
す
る
事

業
□
を
□
公
益
事
務
の
内
容
□
に
改
め
る
□ 

 

第
三
条
の
見
出
し
中
□
許
可
□
を
□
認
可
等
□
に
改
め
□
同
条
第
一
項
中
□
千
葉
県
知
事
の
所
管
に
属

す
る
公
益
信
託
に
係
る
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
□
昭
和
五
十
八
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
二
号
□
以

下
□
規
則
□
と
い
う
□
□
第
二
条
に
規
定
す
る
公
益
信
託
許
可
申
請
書
□
を
□
法
第
六
条
□
第
十
二
条
第

一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
の
認
可
並
び
に
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
認
可
に
係
る
申

請
□
に
改
め
□
同
条
第
二
項
を
削
る
□ 

 

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

□
届
出
□ 

第
四
条 

法
第
十
四
条
第
一
項
□
第
十
五
条
第
一
項
□
第
二
十
五
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
□
主
務
課
に
お
い
て
受
理
す
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

法
第
十
四
条
第
二
項
□
第
十
五
条
第
二
項
□
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
二
十
六
条
第
三
項
の
公
示

は
□
主
務
課
長
の
決
裁
を
経
た
後
□
関
係
課
長
及
び
総
務
部
政
策
法
務
課
長
□
以
下
□
政
策
法
務
課

長
□
と
い
う
□
□
に
合
議
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

第
五
条
の
見
出
し
を
□
□
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
□
□
に
改
め
□
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
又
は
立
入
検
査
□
定
期
の
も
の
を
除
く
□
□
に
つ

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 
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い
て
は
□
主
務
部
長
の
決
裁
を
経
た
後
□
関
係
部
長
及
び
総
務
部
長
に
合
議
す
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
□
定
期
の
も
の
に
限
る
□
□
の
結
果
を
受
託
者
に

通
知
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
主
務
課
長
の
決
裁
を
経
た
後
□
関
係
課
長
及
び
政
策
法
務
課
長
に
合
議

す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

第
五
条
第
三
項
中
□
規
則
第
三
十
条
第
二
項
□
を
□
法
第
二
十
八
条
第
二
項
□
に
□
□
検
査
証
票
□
を

□
証
明
書
□
に
改
め
る
□ 

 

第
六
条
の
見
出
し
を
□
□
勧
告
及
び
命
令
□
□
に
改
め
□
同
条
中
□
公
益
信
託
の
終
了
に
伴
う
残
余
財

産
の
処
分
に
つ
い
て
□
信
託
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
知
事
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
□
主

務
課
に
お
い
て
受
理
し
□
を
□
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
勧
告
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
□
に
改
め
る
□ 

 

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 

□
公
益
信
託
認
可
の
取
消
し
□ 

第
七
条 

法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
信
託
認
可
の
取
消
し
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
□
主
務
部
長
の
回
議
を
経
た
後
□
関
係
部
長
及
び
総
務
部
長
に
合
議
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

第
八
条
及
び
第
九
条
を
削
る
□ 

 

別
記
様
式
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 
熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
□
昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
十
三
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
□ 

 

第
二
条
第
七
号
中
□
□
こ
ど
も
家
庭
対
策
監
□
を
削
る
□ 

 

別
表
第
二
総
合
企
画
部
の
項
地
域
づ
く
り
課
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

産
業
拠
点
整
備
戦
略
課 

産
整 

 

別
表
第
二
健
康
福
祉
部
の
項
疾
病
対
策
課
の
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

こ
ど
も
・
若
者
政
策
課 

こ
若 

 

別
表
第
三
柏
児
童
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

印
旛
児
童
相
談
所 

印
児 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
□
同
月
二

十
日
か
ら
施
行
す
る
□ 
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千
葉
市
中
央
区
市
場
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一
番
一
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